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（
質
問
の 

一
六
） 

答

弁

第

一

六

号 

   

衆
議
院
議
員
金
瀬
俊
雄
君
提
出
新
東
京
国
際
空
港
建
設
事
業
に
係
る
土
地
収
用
法
の
発
動(

事
業
認
定
処
分)

に

関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
七
五
第
一
六
号 

昭
和
五
十
年
五
月
十
六
日 

衆

議

院

議

長 
前 
尾 

繁 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

三 

木 

武 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
金
瀬
俊
雄
君
提
出
新
東
京
国
際
空
港
建
設
事
業
に
係
る
土
地
収
用
法
の
発
動 (

事
業 

認
定
処
分)
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

政
府
の
見
解
は
、
従
前
の
と
お
り
で
あ
る
。
公
共
事
業
で
あ
つ
て
も
、
法
手
続
を
無
視
し
て
よ
い
と
す
る
理

由
は
な
く
、
現
行
法
令
の
定
め
る
手
続
に
従
つ
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
当
然
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

新
東
京
国
際
空
港
建
設
事
業
に
係
る
事
業
認
定
処
分
（
昭
和
四
十
四
年
十
二
月
十
六
日
建
設
省
告
示
第
三
千

八
百
六
十
五
号
）
に
当
た
つ
て
は
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
の
要
件
に
適
合
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
必
要
か
つ

十
分
な
資
料
を
収
集
し
て
判
断
し
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 



四
に
つ
い
て 

(19) 

本
事
業
の
起
業
地
に
航
空
保
安
施
設
の
一
部
を
設
置
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
航
空
保
安
施
設
の

設
置
の
た
め
必
要
な
用
地
は
、
取
り
あ
え
ず
、
本
件
事
業
認
定
申
請
か
ら
除
外
す
る
旨
の
説
明
が
行
わ
れ
て

い
る
。 

(16)
か
ら

(18)
ま
で 

新
東
京
国
際
空
港
の
敷
地
は
、
同
空
港
に
お
け
る
進
入
方
式
、
航
空
機
の
大
き
さ
等
を
考
慮

し
、
空
港
が
円
滑
か
つ
安
全
に
機
能
す
る
た
め
御
指
摘
の
範
囲
が
必
要
と
な
る
旨
の
説
明
が
行
わ
れ
て
い 

る
。 

(12)
か
ら

(14)
ま
で 

精
密
進
入
を
行
う
計
器
着
陸
用
滑
走
路
に
つ
い
て
は
、
標
準
式
進
入
燈
が
必
要
で
あ
る
旨
の

説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

(1)
か
ら

(11)
ま
で
及
び

(15) 

本
件
事
業
認
定
申
請
に
当
た
り
、
御
質
問
に
係
る
基
本
計
画
、
工
事
実
施
計
画
、
飛

行
場
燈
火
、
進
入
方
式
及
び
航
空
法
規
に
関
し
、
所
要
の
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

四 

 



五
に
つ
い
て 

(7)
か
ら

(14)
ま
で 

土
地
収
用
法
第
四
条
の
「
特
別
の
必
要
」
と
は
、
現
に
あ
る
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地

等
を
新
た
に
他
の
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
収
用
し
又
は
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
、
両
者
の
公
益
性 

(1)
か
ら

(6)
ま
で 

土
地
収
用
法
上
は
飛
行
場
外
と
な
る
航
空
保
安
施
設
に
つ
い
て
も
、
飛
行
場
と
併
せ
て
又
は

別
個
に
事
業
認
定
申
請
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
本
来
飛
行
場
内
に
設
置
さ
る
べ
き
航
空
保
安

施
設
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
飛
行
場
内
に
存
し
て
よ
い
こ
と
は
当
然
で
あ
つ
て
、
例
示
に
係
る
飛
行
場
燈
火

の
ご
と
き
本
来
飛
行
場
内
に
設
置
さ
る
べ
き
航
空
保
安
施
設
を
飛
行
場
内
に
設
置
し
た
こ
と
に
は
何
ら
問
題

は
な
い
。 

(4) 

三
に
お
い
て
答
弁
し
た
と
お
り
で
あ
る
。 

(1)
か
ら

(3)
ま
で 

建
設
大
臣
は
、
本
件
事
業
認
定
処
分
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
二
に
お
い
て
答
弁
し
た
と
お

り
、
本
事
業
が
事
業
認
定
の
要
件
に
合
致
す
る
か
否
か
を
適
正
に
判
断
し
て
い
る
。 

五 

 



六
に
つ
い
て 

(15)
及
び

(16) 

航
空
保
安
施
設
用
地
に
つ
い
て
は
、
収
用
又
は
使
用
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
航
空
保
安
施
設
に

関
す
る
事
業
と
し
て
事
業
認
定
申
請
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
新
東
京
国
際
空
港
の
飛
行
場
外
と
な

る
航
空
保
安
施
設
用
地
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
事
業
認
定
を
受
け
な
い
で
任
意
買
収
に
よ
り
取
得
す
る
方
針

を
と
つ
て
き
て
い
る
。 

四
千
メ
ー
ト
ル
滑
走
路
の
三
四
側
か
ら
の
着
陸
接
地
点
を
一
時
的
に
七
百
五
十
メ
ー
ト
ル
北
側
に
移
設
し
て

同
滑
走
路
を
運
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
可
及
的
速
や
か
に
当
初
予
定
し
た
運
用
を
実
現
す
べ
く
所
要
の 

を
比
較
衡
量
し
、
前
者
の
公
益
性
よ
り
も
後
者
の
公
益
性
が
大
き
い
こ
と
を
い
う
。 

な
お
、
新
東
京
国
際
空
港
と
こ
れ
に
係
る
航
空
保
安
施
設
に
つ
い
て
は
、
共
に
航
空
機
の
離
着
陸
の
た
め

機
能
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
事
業
主
体
が
同
一
で
あ
る
か
ら
、
同
条
の
適
用
の
余
地
は
な
い
。 

ま
た
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
事
業
認
定
処
分
を
行
う
者
が
当
該
処
分
に
際
し
て
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
。 

六 

 



 

七 

用
地
を
確
保
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
御
指
摘
の
よ
う
な
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。 

七
に
つ
い
て 

四
千
メ
ー
ト
ル
滑
走
路
の
一
六
側
か
ら
三
四
側
に
向
け
て
離
陸
す
る
航
空
機
に
対
す
る
滑
走
路
末
端
燈
は
、

同
滑
走
路
の
三
四
側
の
末
端
部
に
設
置
す
る
こ
と
と
な
る
。 

八
に
つ
い
て 

法
令
を
遵
守
し
つ
つ
一
日
も
早
く
新
東
京
国
際
空
港
を
開
港
す
べ
く
鋭
意
努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

九
に
つ
い
て 

新
東
京
国
際
空
港
公
団
に
よ
る
空
港
用
地
等
の
取
得
に
係
る
問
題
は
、
可
能
な
限
り
話
合
い
に
よ
り
解
決
す

る
よ
う
、
同
公
団
に
対
し
か
ね
て
か
ら
指
導
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




